
議案第８８号 

 

日野町消防団条例等の一部改正について 

 

日野町消防団条例等の一部を別紙のとお 改正す 。 

 

令和元年 月５日提出 
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日野町消防団条例等の改正が必要な理由と概要 

 

 背景及び趣旨 

成年被 見人等の権利の制限に係 措置の適正化を図 ための関係法 の整備に関

法 施行さ たこ に  

 

2 改正内容 

・第 1 条 日野町消防団条例 

成年被 見人等を消防団員の欠格事項 項目を削除し 個 的 実質的に審査し

断 うに  

・第 条 第 6 条 

法令施行に 地方公務員法第 6 条第 号及び児童福祉法第 条の 第 項 削

除さ たこ に 号 に伴う改正  

・その他文言の整理を行う  

 

  附則 

公布日 施行 
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日
野
町
消
防
団
条
例
等

一
部
を
改

条
例
 

 

日
野
町
消
防
団
条
例

一
部
改

 

第
1
条
 
日
野
町
消
防
団
条
例
。
昭
和
4
5

日
野
町
条
例
第
40
号
)

一
部
を

う
改

 

改
 

改
前
 

 。
格
条
項
) 

 。
格
条
項
) 

第
5
条
 

各
号

1
該
当

者
団
員

い
 

第
5
条
 

各
号

1
該
当

者
団
員

い
 

 
。
1
)
 
成

被
見
人
又

被
保
佐
人
 

。
1
)
 
略
 

。
「
)
 
略
 

。
「
)
 
第
9条

規
定

懲
戒
免
職

処
分
を
受

当
該
処
分

日

「
を
経
過

い
者
 

。
」
)
 
第
9条

規
定

免
職

処
分
を
受

当
該
処
分

日
「

を
経
過

い
者
 

。
」
)
 
略
 

。
4
)
 
略
 

 
 

日
野
町
職
員

給
与

関
条
例

一
部
改

 

第
「
条
 
日
野
町
職
員

給
与

関
条
例
。昭

和
4
8

日
野
町
条
例
第
6号

)
 

一
部
を

う
改

 

改
 

改
前
 

 。
期
末
手
当
) 

 。
期
末
手
当
) 

第
1
9
条
 
期
末
手
当

6
1
日
及
び
1
「

1日
。
以

条
第
1
9条

」

ま
い

日
を

基
準
日

い
う

)
在
職

職
員

対
基
準
日

属
別

定
日
。

条

及
び
第
1
9条

」
い

日
を

支
給
日

い
う

)
支
給

基
準
日
前
1
箇

以
内

退
職

又
死
亡

職
員
。
第

「
4
条
第
6
項

規
定

適
用
を
受

職
員
及
び
別

定
職
員
を
除

く
)

い
同
様

 

第
1
9
条
 
期
末
手
当

6
1
日
及
び
1
「

1日
。
以

条
第
1
9条

」

ま
い

日
を

基
準
日

い
う

)
在
職

職
員

対
基
準
日

属
別

定
日
。

条

及
び
第
1
9条

」
い

日
を

支
給
日

い
う

)
支
給

基
準
日
前
1
箇

以
内

退
職

若
く

地
方
公
務
員

法
第
1
6
条
第
1
号

該
当

同
法
第
「8
条
第
4項

規
定

失
職

又
死
亡

職
員
。
第
「
4条

第
6
項

規
定

適
用
を
受

職
員
及
び
別

定
職
員
を
除
く

)
い

同
様

 

「
及
び
」
 
略
 

「
及
び
」
 
略
 

略
 

略
 

-
」
-
 



4
 
第
「
項

期
末
手
当
基
礎
額

基
準
日
現
在
。
退
職

又

死
亡

職
員

あ
退
職

又
死
亡

日
現
在
)

い

職
員

受
べ

給
料
及
び
扶
養
手
当

額
合
計
額

 

4
 
前
項

期
末
手
当
基
礎
額

基
準
日
現
在
。
退
職

若

く
失
職

又
死
亡

職
員

あ
退
職

若
く

失
職

又
死
亡

日
現
在
)

い
職
員

受
べ

給
料
及
び

扶
養
手
当

額
合
計
額

 

5
及
び
6
 
略
 

5
及
び
6
 
略
 

 
 

。
期
末
手
当

支
給
制
限
) 

。
期
末
手
当

支
給
制
限
) 

第
1
9
条

「 
各
号

い
該
当

者
前
条
第
1
項

規

定
わ

当
該
各
号

基
準
日

係
期
末
手
当
。
第
4
号

掲

者
あ

支
給
を
一
時
差

期
末
手
当
)

支
給

い
 

第
1
9
条

「 
各
号

い
該
当

者
前
条
第
1
項

規

定
わ

当
該
各
号

基
準
日

係
期
末
手
当
。
第
4
号

掲

者
あ

支
給
を
一
時
差

期
末
手
当
)

支
給

い
 

。
1
)
 
略
 

。
1
)
 
略
 

。
「
)
 
基
準
日

当
該
基
準
日

対
応

支
給
日

前
日
ま

間
地

方
公
務
員
法
第
「
8条

第
4
項

規
定

失
職

職
員
 

。
「
)
 
基
準
日

当
該
基
準
日

対
応

支
給
日

前
日
ま

間
地

方
公
務
員
法
第
「
8条

第
4
項

規
定

失
職

職
員
。
同
法
第
1
6
条

第
1
号

該
当

失
職

職
員
を
除
く

) 

。
」
)
及
び
。
4)
 
略
 

。
」
)
及
び
。
4)
 
略
 

 
 

。
勤
勉
手
当
) 

。
勤
勉
手
当
) 

第
「
0
条
 
勤
勉
手
当

6
1
日
及
び
1
「

1日
。
以

条
い

日
を

基
準
日

い
う

)
在
職

職
員

対
基

準
日
以
前
6箇

以
内

期
間

者
勤
務
成
績

応

基
準
日

属
別

定
日

支
給

基

準
日
前
1
箇

以
内

退
職

又
死
亡

職
員
。別

定
職
員
を

除
く

)
い

同
様

 

第
「
0
条
 
勤
勉
手
当

6
1
日
及
び
1
「

1日
。
以

条
い

日
を

基
準
日

い
う

)
在
職

職
員

対
基

準
日
以
前
6箇

以
内

期
間

者
勤
務
成
績

応

基
準
日

属
別

定
日

支
給

基

準
日
前
1
箇

以
内

退
職

若
く

地
方
公
務
員
法
第
1
6
条
第
1
号

該
当

同
法
第
「8
条
第
4項

規
定

失
職

又
死
亡

職
員

。
別

定
職
員
を
除
く

)
い

同
様

 

「
 
勤
勉
手
当

額
勤
勉
手
当
基
礎
額

任
命
権
者

別
定

基
準

従
定

割
合
を
乗

得
額

場
合

い

任
命
権
者

支
給

勤
勉
手
当

額
者

所
属

各
号

掲
職
員

区
分

総
額

当
該
各
号

定
額

「
 
勤
勉
手
当

額
勤
勉
手
当
基
礎
額

任
命
権
者

別
定

基
準

従
定

割
合
を
乗

得
額

場
合

い

任
命
権
者

支
給

勤
勉
手
当

額
者

所
属

各
号

掲
職
員

区
分

総
額

当
該
各
号

定
額

-
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を
超
え

い
 

を
超
え

い
 

。
1
)
 
前
項

職
員

う
再
任
用

職
員
以
外

職
員
 
当
該
職
員

勤
勉

手
当
基
礎
額

当
該
職
員

基
準
日
現
在
。退

職
又

死
亡

職
員

あ
退
職

又
死
亡

日
現
在

項

い
同

)
い

受
べ

扶
養
手
当

額
を
加
算

額

1
0
0
分

9
「.
5
を
乗

得
額

総
額
 

。
1
)
 
前
項

職
員

う
再
任
用

職
員
以
外

職
員
 
当
該
職
員

勤
勉

手
当
基
礎
額

当
該
職
員

基
準
日
現
在
。退

職
若

く

失
職

又
死
亡

職
員

あ
退
職

若
く

失
職

又
死
亡

日
現
在

項
い

同
)

い
受

べ
扶
養
手
当

額
を
加
算

額
1
0
0
分

9
「
.
5を

乗
得

額

総
額
 

。
「
)
 
略
 

。
「
)
 
略
 

」
～
5
 
略
 

」
～
5
 
略
 

 
 

。
休
職
者

給
与
) 

。
休
職
者

給
与
) 

第
「
4
条
 
略
 

第
「
4
条
 
略
 

「
～
5
 
略
 

「
～
5
 
略
 

6
 
第
「
項
及
び
第
」項

規
定

職
員

当
該
各
項

規
定

期
間
内

第
1
9
条
第
1項

規
定

基
準
日
前
1箇

以
内

退
職

又
死
亡

同
項

規
定

別
定

日
当
該
各
項

例

額
期
末
手
当
を
支
給

別
定

職
員

い
限

い
 

6
 
第
「
項
及
び
第
」項

規
定

職
員

当
該
各
項

規
定

期
間
内

第
1
9
条
第
1項

規
定

基
準
日
前
1箇

以
内

退
職

若
く

地

方
公
務
員
法
第
1
6条

第
1
号

該
当

同
法
第
「
8
条
第
4
項

規
定

失
職

又
死
亡

同
項

規
定

別
定

日

当
該
各
項

例
額

期
末
手
当
を
支
給

別
定

職
員

い
限

い
 

7
 
略
 

 

7
 
略
 

  
 

-
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-
 



日
野
町
職
員

分
限

関
条
例

一
部
改

 

第
」
条
 
日
野
町
職
員

分
限

関
条
例
。昭

和
4
5

日
野
町
条
例
第
1」
号
)
 

一
部
を

う
改

 

改
 

改
前
 

 。
失
職
事
由

特
例
) 

 。
失
職
事
由

特
例
) 

第
4
条
 
任
命
権
者

法
第
1
6
条
第
1号

該
当

至
職
員

う

刑
執
行
を
猶
予

者
い

事
故

過
失

生

あ
情
状
を
考
慮

必
要
を
特

認

限
職
を
失
わ

い
 

第
4
条
 
任
命
権
者

法
第
1
6
条
第
「号

該
当

至
職
員

う

刑
執
行
を
猶
予

者
い

事
故

過
失

生

あ
情
状
を
考
慮

必
要
を
特

認

限
職
を
失
わ

い
 

「
 
略
 

「
 
略
 

 

日
野
町
職
員
等

旅
費

関
条
例

一
部
改

 

第
4
条
 
日
野
町
職
員
等

旅
費

関
条
例
。
昭
和
46

日
野
町
条
例
第
1
「
号
)
 

一
部
を

う
改

 

改
 

改
前
 

 。
旅
費

支
給
) 

 。
旅
費

支
給
) 

第
」
条
 
略
 

第
」
条
 
略
 

「
 
略
 

「
 
略
 

」
 
職
員

前
項
第
1
号
又

第
4
号

規
定

該
当

場
合

い
地
方

公
務
員
法
第
1
6
条
各
号
又

第
「
9
条
第
1項

各
号

掲
事
由

退
職

等
場
合

同
項

規
定

わ
同
項

規
定

旅
費

支
給

い
 

」
 
職
員

前
項
第
1
号
又

第
4
号

規
定

該
当

場
合

い
地
方

公
務
員
法
第
1
6
条
第
「
号

第
4
号
及
び
第
5
号
又

第
「9
条
第
1
項
各
号

掲

事
由

退
職
等

場
合

同
項

規
定

わ

同
項

規
定

旅
費

支
給

い
 

4
～
6
 
略
 

4
～
6
 
略
 

  
 

-
6
-
 



日
野
町
技
能
労
務
職
員

給
与

種
類
及
び
基
準

関
条
例

一
部
改

 

第
5
条
 
日
野
町
技
能
労
務
職
員

給
与

種
類
及
び
基
準

関
条
例
。昭

和
4
8

日
野
町
条
例
第
9号

)
 

一
部
を

う
改

 

改
 

改
前
 

 。
期
末
手
当
) 

 。
期
末
手
当
) 

第
1
「
条
 
期
末
手
当

6
1
日
及
び
1
「

1日
。
以

条
い

日
を

基
準
日

い
う

)
在
職

職
員

対

基
準
日

属
町
長

定
日

支
給

基
準
日
前
1
箇

以
内

退
職

又
死
亡

職
員
。
町
長

定
職

員
を
除
く

)
い

同
様

 

第
1
「
条
 
期
末
手
当

」
1
日

6
1
日
及
び
1
「

1日
。
以

条

い
日
を

基
準
日

い
う

)
在
職

職
員

対
基
準
日

属
町
長

定
日

支
給

基
準
日
前
1箇

以
内

退
職

若
く

地
方
公
務
員
法

第
1
6
条
第
1号

該
当

同
法
第
「
8条

第
4
項

規
定

失
職

又

死
亡

職
員
。町

長
定

職
員
を
除
く

)
い

同
様

 

 
 

。
勤
勉
手
当
) 

。
勤
勉
手
当
) 

第
1
」
条
 
勤
勉
手
当

6
1
日
及
び
1
「

1日
。
以

条
い

日
を

基
準
日

い
う

)
在
職

職
員

対
基

準
日
以
前
6箇

以
内

期
間

者
勤
務
成
績

応

基
準
日

属
町
長

定
日

支
給

基
準
日
前
1箇

以
内

退
職

又
死
亡

職
員
。町

長
定

職
員

を
除
く

)
い

同
様

 

第
1
」
条
 
勤
勉
手
当

6
1
日
及
び
1
「

1日
。
以

条
い

日
を

基
準
日

い
う

)
在
職

職
員

対
基

準
日
以
前
6箇

以
内

期
間

者
勤
務
成
績

応

基
準
日

属
町
長

定
日

支
給

基
準
日
前
1箇

以
内

退
職

若
く

地
方
公
務
員
法
第
1
6条

第
1
号

該
当

同
法
第
「
8
条
第
4
項

規
定

失
職

又
死
亡

職

員
。
町
長

定
職
員
を
除
く

)
い

同
様

 

 

日
野
町
家
庭
的
保
育
事
業
等

設
備
及
び
運
営

関
基
準
を
定

条
例

一
部
改

 

第
6
条
 
日
野
町
家
庭
的
保
育
事
業
等

設
備
及
び
運
営

関
基
準
を
定

条
例
。

成
「
6

日
野
町
条
例
第
「
5
号
)
 

一
部
を

う
改

 

改
 

改
前
 

 。
食
事

提
供

特
例
) 

 。
食
事

提
供

特
例
) 

第
1
6
条
 
略
 

第
1
6
条
 
略
 

「
 
搬
入
施
設

各
号

掲
い

施
設

 
「
 
搬
入
施
設

各
号

掲
い

施
設

 

。
1
)
及
び
。
「)
 
略
 

。
1
)
及
び
。
「)
 
略
 

-
7
-
 



。
」
)
 
学
校
給
食
法
。
昭
和
「9

法
第
16
0
号
)第

」
条
第
「項

規
定

義

務
教
育
諸
学
校
又

同
法
第
6
条

規
定

共
同
調
理
場
。
家
庭
的
保
育

事
業
者
等

前
「
号

掲
搬
入
施
設

確
保

著
く
困
難

あ

町
認

地
域

い
家
庭
的
保
育
事
業
等
を
行
う
場
合

限
) 

。
」
)
 
学
校
給
食
法
。
昭
和
「9

法
第
16
0
号
)第

」
条
第
「項

規
定

義

務
教
育
諸
学
校
又

同
法
第
6
条

規
定

共
同
調
理
場
。
家
庭
的
保
育

事
業
者
等

第
1
号
及
び
第
「号

掲
搬
入
施
設

確
保

著
く
困

難
あ

町
認

地
域

い
家
庭
的
保
育
事
業
等
を
行
う
場

合
限

) 

 
 

。
職
員
) 

。
職
員
) 

第
「
」
条
 
略
 

第
「
」
条
 
略
 

「
 
家
庭
的
保
育
者
。
法
第
6条

」
第
9項

第
1
号

規
定

家
庭
的
保
育
者
を

い
う

以
同

)
町
長

行
う
研
修
。町

長
指
定

都
道
府
県

知
事

他
機
関

行
う
研
修
を
含

)
を
修
了

保
育
士
又

保
育

士
同
等
以

知
識
及
び
経
験
を

町
長

認
者

あ

各
号

い
該
当

 

「
 
家
庭
的
保
育
者
。
法
第
6条

」
第
9項

第
1
号

規
定

家
庭
的
保
育
者
を

い
う

以
同

)
町
長

行
う
研
修
。町

長
指
定

都
道
府
県

知
事

他
機
関

行
う
研
修
を
含

)
を
修
了

保
育
士
又

保
育

士
同
等
以

知
識
及
び
経
験
を

町
長

認
者

あ

各
号

い
該
当

 

。
1
)
 
略
 

。
1
)
 
略
 

。
「
)
 
法
第
1
8
条

5
各
号
及
び
法
第
」
4条

「
0第

1
項
第
」号

い

該
当

い
者
 

。
「
)
 
法
第
1
8
条

5
各
号
及
び
法
第
」
4条

「
0第

1
項
第
4号

い

該
当

い
者
 

」
 
略
 

 
」
 
略
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日
施
行
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